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平
成
二
十
一
年

九
月
八
日

(

火
曜
日)

号
外
第
六
十
三
号

目

次

選
挙
管
理
委
員
会

○
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
の
選
挙
期
日

(

事

務

局)

…

�

○
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙

長
及
び
同
職
務
代
理
者
の
選
任

(

同

)

…

�

○
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
の
選
挙
会
の
場

所
及
び
日
時

(

同

)

…

�

○
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
の
選
挙
長
の
事

務
を
行
う
場
所

(

同

)

…

�

○
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
に
用
い
る
投
票

用
紙
の
様
式
等

(

同

)

…

�

○
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
に
用
い
る
船
員

の
不
在
者
投
票
用
紙
の
様
式
等

(
同

)

…

�

○
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙

立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時

(

同

)
…

�

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
九
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森

県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
補
欠
選
挙
を
次
の
と
お
り
行
う
の
で
、
漁
業
法
第
九
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
四
条
第
六
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一

選
挙
期
日

平
成
二
十
一
年
九
月
十
七
日

二

選
挙
す
べ
き
委
員
の
数

一
人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
七
日
執
行
の
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
に
お
け

る
選
挙
長
及
び
選
挙
長
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
選
挙
長
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
職
務
を
代
理

す
べ
き
者
を
、
漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

る
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
七
十
五
条
第
三
項
及
び
漁
業
法
施
行
令

(

昭
和

二
十
五
年
政
令
第
三
十
号)

第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
五
年
政

令
第
八
十
九
号)

(

以
下

｢

準
用
令｣

と
い
う
。)

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

選
任
し
た
の
で
、
準
用
令
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一

選
挙
長

二

選
挙
長
の
職
務
代
理
者

…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
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氏

名

住

所

横
内

憲
悟

青
森
市
大
字
野
内
字
菊
川
二
六
三
番
地

氏

名

住

所

杉
田

勝

青
森
市
大
字
奥
内
字
宮
田
二
番
地
一
号

�
�
�
�



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
七
日
執
行
の
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
に
お
け

る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
を
、
漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
九
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

(

以
下｢

準
用
法｣

と
い
う
。)

第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
準
用
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
室

二

日
時

平
成
二
十
一
年
九
月
十
八
日

午
後
二
時

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
七
日
執
行
の
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
に
お
け

る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

た
だ
し
、
平
成
二
十
一
年
九
月
八
日
は
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
室
と
す
る
。

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
七
号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
七
日
執
行
の
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
に
用
い

る
投
票
用
紙
の
様
式
等
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一

一
般
投
票
用

１

様
式

２

紙
色
等

規
格
は
、
概
ね
縦
一
二
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
九
・
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
紙
質

は
、
Ｂ
Ｐ
コ
ー
ト
紙
一
一
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
片
面
刷
り
と
し
、
紙
色
は
、
薄
い
黄
色
、
黒
刷
り
と

す
る
。
印
は
、
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
印
の
う
ち
二
○
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方
の
印
と
し
、
黒

刷
込
み
と
す
る
。

青 森 県 報平成21年９月８日 火曜日 号外第63号 �

場

所

所

在

地

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

平
成
二
十
一
年
九
月
執
行

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
投
票

印

ち
ゅ
う

い

○

注

意

こ
う
ほ
し
ゃ

し
め
い

ほ
う
じ
ん

ば
あ
い

め
い
し
ょ
う

ら
ん
な
い

ひ
と
り
か

一

候
補
者
の
氏
名(

法
人
の
場
合
は
名
称)

は
、
欄
内
に
一
人
書
く
こ
と
。

こ
う
ほ
し
ゃ

も
の

し
め
い

ほ
う
じ
ん

ば
あ
い

め
い
し
ょ
う

か

二

候
補
者
で
な
い
者
の
氏
名(

法
人
の
場
合
は
名
称)

は
、
書
か
な
い
こ
と
。

名
い

）

め

う

氏

称

し

ょし
め

者
ゃし

い

補

名

ほ

め）

う

め
候
こ



( )

二

点
字
投
票
用

１

様
式

２

紙
色
等

規
格
は
、
概
ね
縦
一
二
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
九
・
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
紙
質

は
、
上
質
紙
一
一
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
片
面
刷
り
と
し
、
紙
色
は
、
薄
い
黄
色
、
黒
刷
り
と
す
る
。

印
は
、
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
印
の
う
ち
二
○
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方
の
印
と
し
、
黒
刷
込
み

と
す
る
。

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
八
号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
七
日
執
行
の
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
に
お
け

る
船
員
の
不
在
者
投
票
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
様
式
等
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
告
示

す
る
。平

成
二
十
一
年
九
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

１

様
式

２

紙
色
等

規
格
は
、
概
ね
縦
一
二
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
九
・
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
紙
質
は
、

上
質
紙
七
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
片
面
刷
り
と
し
、
紙
色
は
、
白
色
、
黒
刷
り
と
す
る
。

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
七
日
執
行
の
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
に
お
け

る
選
挙
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
漁
業
法

(

昭

和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
号)

(

以
下

｢

準
用
法｣

と
い
う
。)

第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
法
第

六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
八
日

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
選
挙
長

横

内

憲

悟

青 森 県 報�������	
 ��
 号外第63号

平
成
二
十
一
年
九
月
執
行

点

字

投

票

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
補
欠
選
挙
投
票

印

ち
ゅ
う

い

○

注

意

こ
う
ほ
し
ゃ

し
め
い

ほ
う
じ
ん

ば
あ
い

め
い
し
ょ
う

ら
ん
な
い

ひ
と
り
か

一

候
補
者
の
氏
名(
法
人
の
場
合
は
名
称)

は
、
欄
内
に
一
人
書
く
こ
と
。

こ
う
ほ
し
ゃ

も
の

し
め
い

ほ
う
じ
ん

ば
あ
い

め
い
し
ょ
う

か

二

候
補
者
で
な
い
者
の
氏
名(

法
人
の
場
合
は
名
称)

は
、
書
か
な
い
こ
と
。

名
い

）

め

う

氏

称

し

ょし
め

者
ゃし

い

補

名

ほ

め）

う

め
候
こ

年

月
執
行

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

選
挙
船
員
不
在
者
投
票

ち
ゅ
う

い

○

注

意

こ
う
ほ
し
ゃ

し
め
い

ほ
う
じ
ん

ば
あ
い

め
い
し
ょ
う

ら
ん
な
い

ひ
と
り
か

一

候
補
者
の
氏
名(

法
人
の
場
合
は
名
称)

は
、
欄
内
に
一
人
書
く
こ
と
。

こ
う
ほ
し
ゃ

も
の

し
め
い

ほ
う
じ
ん

ば
あ
い

め
い
し
ょ
う

か

二

候
補
者
で
な
い
者
の
氏
名(

法
人
の
場
合
は
名
称)

は
、
書
か
な
い
こ
と
。

名
い

）

め

う

氏

称

し

ょし
め

者
ゃし

い

補

名

ほ

め）

う

め

候
こ



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成21年９月８日 火曜日 号外第63号 �

場

所

日

時

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日

午
後
五
時
十
分


